
厚生労働大臣が定める掲示事項 

令和７年２月１日現在 

Ⅰ．入院基本料に関する事項 

 

１ 第１療育課では、１日に１５人以上看護職員（看護師及び准看護師）が勤務しています。 

    なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。 

 

時 間 帯 看護職員１人あたりの受け持ち数 

６時３０分から ９時３０分 ２０人以内 

９時３０分から１３時１０分  ６人以内 

１３時１０分から１５時００分  ５人以内 

１５時００分から１８時００分  ６人以内 

１８時００分から２１時２０分 ２０人以内 

２１時２０分から ６時３０分 ３０人以内 

 

２ 第２療育課では、１日に８人以上看護職員（看護師及び准看護師）と看護補助者が勤務しています。 

     なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。 

 

時 間 帯 看護職員・看護補助者１人あたりの受け持ち数 

６時３０分から ９時３０分 １２人以内 

９時３０分から１３時１０分  ５人以内 

１３時１０分から１５時００分  ４人以内 

１５時００分から１８時００分  ５人以内 

１８時００分から２１時２０分 １０人以内 

２１時２０分から ６時３０分 ２０人以内 

 

３ 療養課では、１日に４人以上看護職員（看護師及び准看護師）と４人以上の看護補助者が勤務しています。 

           なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。 

 

時 間 帯 看護職員・看護補助者１人あたりの受け持ち数 

７時３０分から ９時３０分 １５人以内 

９時３０分から１６時００分  ８人以内 

１６時００分から１８時００分  ８人以内 

１８時００分から２３時３０分 １５人以内 

２３時３０分から ７時３０分 １５人以内 

 

Ⅱ．北海道厚生局長への届出事項に関する事項 

  

１ 当院は、次の施設基準に適合している旨、北海道厚生局に届出を行っています。 

 

① 基本診療料の施設基準等 

・障害者施設等入院基本料（１０対１）     ・特殊疾患病棟入院料２ 

・療養病棟入院基本料１（８割以上）      ・特殊疾患入院施設管理加算 

 

② 特掲診療科の施設基準等 

・薬剤管理指導料               ・検体検査管理加算（Ⅱ）            

・脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅰ）   ・運動器リハビリテーション料（Ⅰ） 

   ・呼吸器リハビリテーション料（Ⅰ）      ・障害児（者）リハビリテーション料  

     ・集団コミュニケーション療法料        ・CT 撮影 

     ・小児運動器疾患指導管理料          ・外来･在宅ベースアップ評価料（Ⅰ） 

     ・入院ベースアップ評価料２２ 

   

２ 当院は入院時食事療養に関する特別管理の届出による入院患者の食事を提供しています。 

    特別管理による食事の提供は、管理栄養士によって管理された食事を適時適温で提供しています。 

        ・入院食事療養（１） 

 

Ⅲ．保険外負担に関する事項 

 

             １ 当院は、以下の項目について、その使用量、利用回数に応じた実費の負担をお願いしています。 

                   ・紙おむつ代 １枚につき ３５円から９５円   ・電気使用料（テレビ） １ヶ月につき  ４００円 

・洗濯代 １回につき ４００円         ・理髪代 １回につき 1,000 円から 2,000 円 

 

Ⅳ．無料低額診療事業のご案内 

 

１ 無料低額事業について 

                 当院では、社会福祉法に基づき、生計困難な方が、経済的な理由によって必要な医療を受ける機会が制限される事の無い様に、 

医療費の自己負担を軽くする無料又は低額での診療事業を実施しています。又、当院で行った投薬に係る費用も減免の対象となります。 

 

２ 対象になる方 

   生活保護受給世帯の方、行路病人およびホームレスの方、低所得者世帯で経済的理由により診療費の支払が困難な方など。 

  

３ ご相談・お問い合わせ 

   詳しくは、窓口までお申し出ください。


